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国際組織犯罪等・国際テロ対策について（通知） 

 
２月３日に政府の「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」会合が開催され、テロ対策に係る政

府の取組が強化されたことを受け、本県でも県民の安全・安心の観点から、県各部局の情報共有を図

るとともに、テロ対策に万全を期すため、２月４日に「鳥取県国際組織犯罪等・国際テロ対策会議」

を開催し、別添写しのとおり県危機管理局から各市町村等へ通知を発出したところです。 
ついては、貴職（会員）が運営する社会福祉施設、事業所及び病院等について、同通知の趣旨を踏

まえ、テロ対策に御留意いただくとともに、下記のとおり情報連絡体制の再確認をお願いします。 
 

記 
 
１ テロ等発生時の連絡 

テロ等が発生した場合、別添「福祉保健施設等被害情報報告要領」に基づき、被害情報の収集及

び県の各機関への報告を行ってくださるようお願いします。 
なお、避難、救急など緊急の対応を要する場合は、速やかに消防局、市町村（防災担当課）、病

院、警察などの防災関係機関に連絡し、緊急の対応を行った後で、県の各機関に被害情報を報告し

てください。 
 
２ 情報の収集等 

鳥取県ホームページ内に「テロに関する注意喚起情報」を掲載していますので、参考としてくだ

さい。 
   テロ災害対策について ⇒ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=243673 
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